
報告第１８号 

   地方自治法第１８０条第１項の規定により指定された損害賠償額の決定の専

決処分をしたことの報告について 

 上記の報告をする。 

  平成２９年１１月１６日 

提出者 杉並区長   田  中    良     

 

      地方自治法第１８０条第１項の規定により指定された損害賠償額の決定の専 

決処分をしたことの報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により指定され

た損害賠償額の決定について、下記のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規

定により報告する。 

記 

番

号 
相 手 概  要 

賠 償 金 額 

専 決 処 分 日 

１ 

杉並区阿佐谷南

二丁目在住 

男性 

事故日：平成２９年７月２６日 

場 所：杉並区阿佐谷南二丁目 

 

・清掃車が電柱に立てかけ止めていた

相手方所有の自転車と接触し、倒れた

自転車に清掃車が乗り上げ、当該自転

車を損傷した。 

 

（環境部） 

２９，４７０円 

平成２９年９月２７日 

２ 

京都市伏見区下

鳥羽平塚町所在 

法人 

事故日：平成２９年８月１４日 

場 所：杉並区久我山四丁目 

 

・区営久我山四丁目アパート敷地内の

樹木が根腐れにより倒木し、路上に駐

車中であった相手方車両を損傷した。 

 

 （都市整備部） 

５５６，０９２円 

平成２９年１０月１０日 

 


